
目

次

告

示

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
県
民
活
躍

推

進

課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
保
安
林
の
指
定
予
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

公

告

○
青
森
県
庁
舎
等
清
掃
業
務
の
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqq（
財
産
管
理
課
）
…
二

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
六
十
一
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者
（
製

作
者
）
名

該
当
条
項

一三二七四
書
籍

欲
望
パ
ン
ド
ラ

⑤

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
二
三
六
―

〇
八
九
四
―
〇

株
式
会
社
ジ
ー

オ
ー
テ
ィ
ー

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号

一三二七五

ハ
メ
ら
れ
た
未
亡
人
は

Ｐ
Ｔ
Ａ
を
許
さ
な
い

①

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
五
九
二
―

一
六
三
八
九
―
三

株
式
会
社
白
泉

社

一三二七六

芸
能
美
女
超
絶
ハ
プ
ニ
ン
グ

全
部
見
せ
傑
作
選

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
六
七
一
四

―
九
四
七
―
八

株
式
会
社
ブ
レ

イ
ン
ハ
ウ
ス

青
森
県
告
示
第
六
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

ぷ
ら
っ
と

青
森
市
松
森
三
丁
目
一
七
の
五
七
の
一

令
和七･
九･三〇

サ
ワ
カ
ミ
薬
局
相
坂
店

十
和
田
市
大
字
相
坂
字
小
林
八
三
の
八

七･一二･二九

お
い
ら
せ
調
剤
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九

八･
一･三一

青
森
県
報
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第
千
二
十
五
号

令
和
八
年二

月
六
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

三
戸
町
国
民
健
康
保
険
三
戸
中

央
病
院

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
沖
中
九
の
一

令
和八･
二･
一

お
い
ら
せ
調
剤
薬
局

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九

〃

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ほ
の

か

弘
前
市
大
字
泉
野
五
丁
目
六
の
七

〃

青
森
県
告
示
第
六
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
貝
守
字
南
大
平
六
八
の
一
(次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林

政
課
及
び
三
戸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

青
森
県
庁
舎
等
清
掃
業
務
の
委
託
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
二
月
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
業
務
の
委
託

１

業
務
名

県
庁
舎
等
清
掃
業
務

２

業
務
内
容

入
札
説
明
書
に
よ
る

３

業
務
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
と
し
、

四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
一
事
業
年
度
と
す
る
。
（
た
だ
し
、
こ
の
契
約
に

係
る
予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解

除
す
る
こ
と
が
あ
る
。
）

４

業
務
場
所

青
森
県
庁
舎
（
青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一
、
新
町
二
丁
目
四
の
三
〇
）
ほ
か

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
。
以
下
「
財
務
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
で
き
な
い
者
で
な
い
こ
と
。

３

令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
の
規

定
に
よ
り
、
建
物
の
清
掃
作
業
の
委
託
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る

こ
と
。
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４

物
品
の
製
造
の
請
負
、
買
入
れ
及
び
借
入
れ
に
係
る
契
約
並
び
に
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契

約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
登
載
業
者
に
関
す
る
指
名
停
止
要
領
（
平
成
十
二
年
一

月
二
十
一
日
付
け
青
管
第
九
百
十
二
号
。
以
下
「
指
名
停
止
要
領
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
知

事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
、
入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
ま
で
の
間
に
受
け
て
い
な
い

者
で
あ
る
こ
と
。

５

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
再

生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
（
会
社
更
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始

の
申
立
て
又
は
民
事
再
生
法
の
規
定
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
た
者
で

あ
っ
て
、
更
生
計
画
の
認
可
が
決
定
し
、
又
は
再
生
計
画
の
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
者
を
除

く
。
）
で
な
い
こ
と
。

６

建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）

第
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
八
号
の
事
業
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
て

い
る
こ
と
。

三

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
財
務
部
財
産
管
理
課
財
産
管
理
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
〇
九
五

２

入
札
書
の
提
出
期
限

令
和
八
年
三
月
十
九
日

午
後
五
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
南
棟
一
階
会
計
管
理
課
入
札
室

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

午
後
三
時

四

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

財
務
規
則
第
百
三
十
二
条
、
第
百
三
十
三
条
及
び
第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

五

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

令
和
八
年
四
月
一
日

六

落
札
者
の
決
定
方
法

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と

す
る
。
た
だ
し
、
落
札
者
と
な
る
べ
き
者
の
入
札
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約

の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
又
は
そ
の
者
と
の

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し
く
不

適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た

他
の
者
の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

七

そ
の
他

１

こ
の
入
札
に
係
る
委
託
業
務
は
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の

特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
。

２

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

３

入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
必
要
な
証
明
書
を
入
札
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
青
森
県

財
務
部
財
産
管
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
開
札
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
証

明
書
の
内
容
に
関
す
る
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違

反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
契
約
期
間
の
見
積
の
総
額

の
う
ち
一
事
業
年
度
分
の
金
額
の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ

と
。

６

入
札
手
続
の
停
止
等

令
和
八
年
度
青
森
県
一
般
会
計
予
算
が
成
立
し
な
い
と
き
は
、
本
件
入
札
の
手
続
に
つ
い
て

停
止
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
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人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
八
年
二
月
六
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

奥

崎

栄

一

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤
務
手
当
等
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
に
、
別
表
第
一
」
を
「
の
合
計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
地
公
署
」
に
、

「
次
」
を
「
当
該
各
号
」
に
改
め
、
「
（
そ
の
額
が
現
に
受
け
る
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合

計
額
に
百
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
額
）
」
及
び

「
六
級
地

百
分
の
十
二

五
級
地

百
分
の
十

四
級
地

百
分
の
八

三
級
地

百
分
の
六

を
削
り
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

二
級
地

百
分
の
四

一
級
地

百
分
の
二

」

一

六
級
地

百
分
の
十
二

二

五
級
地

百
分
の
十

三

四
級
地

百
分
の
八

四

三
級
地

百
分
の
六

五

二
級
地

百
分
の
四

六

一
級
地

百
分
の
二

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
特
地
公
署
の
級
別
区
分
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
、
「
な

り
、
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
」
を
「
な
つ
て
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
で
、
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続

き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員
の
う
ち
、
当
該
適
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も

の
と
し
た
場
合
に
、
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地

公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
、
指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
公

署
に
異
動
し
た
こ
と
又
は
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
当
該
公
署
に
在
勤

す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の
と
な
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

三

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者
で
、
適
用
日
の
前
日
に
条
例
第
十
一
条

の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
た
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も
の
の
う
ち
、
当
該
適
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
こ
れ
ら

の
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も

の
四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
三
号
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員

と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の

第
五
条
第
三
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ

つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
」
を
「
新
た
に
」
に
改
め
、
「
又
は
前
項
第
一
号
に
規

定
す
る
職
員
」
を
削
り
、
「
当
該
職
員
が
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
又
は
公
益
的

法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
日
」
を
「
適
用
日
」
に
改
め
、
同
項
第

三
号
中
「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
、
「
当
該
職
員
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

と
な
つ
た
日
又
は
公
益
的
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
日
」
を
「
適

用
日
」
に
、
「
そ
の
日
」
を
「
当
該
適
用
日
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員

適
用
日
前
か
ら
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
期
間
及
び
額

五

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員

適
用
日
前
か
ら
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
前
条
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
適
用
日
以

降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額

六

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員

別
に
人
事
委
員
会
が
定
め
る
期
間
及
び
額

第
五
条
第
四
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
一
一
（
特
地
勤

務
手
当
等
）
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適

用
す
る
。

（
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当

に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
地
方
公
務
員

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
又
は
職
員
の
定
年
等
に

関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
月
青
森
県
条
例
第
三
十
八
号
）
附
則
第

八
項
、
第
九
項
、
第
十
三
項
若
し
く
は
第
十
四
項
の
規
定
（
以
下
「
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項

等
の
規
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
同
法
第
二
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い

う
。
）
及
び
同
条
例
附
則
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
（
次
項
に
お
い
て
「
暫
定

再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い

た
も
の
と
し
た
場
合
に
、
同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
又
は
当
該
職
員
が
新
た
に
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤

務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

４

改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
法
第
二
十
二

条
の
四
第
一
項
等
の
規
定
に
よ
る
採
用
を
さ
れ
、
当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
特

地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後

で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る
経
過
措
置
）

５

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第

五
十
八
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則
第
五
条
第
二

項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
期
間
の
う
ち
令
和
七
年
四

月
一
日
以
後
の
期
間
」
と
す
る
。
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